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厚
生
労
働
省
告
示
第
十
三
号

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
度
の
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に
関
す
る
計
画
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

第
五
の
一
中
「
採
血
事
業
者
」
の
下
に
「
又
は
血
液
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
」
を
加
え
る
。

第
五
の
一
の
１
中
「

か
ら

ま
で
」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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